
第 33 回 磐田市都市計画審議会

議案書

第１号議案 磐田市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例制定に

関する検討（案）について 

日 時  令和７年８月19日（火） 午後１時30分 

場 所  磐田市役所西庁舎３階 304・305会議室
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磐田市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」

という。）第３４条第１１号に規定する開発行為の許可の基準に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び都市計画法施行令（昭和

４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）の例による。 

 （法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域） 

第３条 法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域は、次の各号のい

ずれにも該当する土地の区域のうち規則で指定するもの（以下「指定区

域」という。）とする。 

 区域の大部分が市街化区域からおおむね８００メートル以内に存する

土地の区域 

 おおむね２分の１以上の土地が宅地又は宅地に準じた利用をされてい

る土地の区域 

２ 指定区域の境界は、道路その他の施設、河川、海岸、崖その他の地形、

地物等土地の範囲を明示するのに適当なものにより定めるものとする。た

だし、これにより難い場合は、町界、字界等により定めるものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、政令第２９条の９第７号に掲げる区域とし

て規則で定めるものは、規則第２条で指定する区域に含まないものとする。 

 （環境の保全上支障があると認められる建築物の用途） 

第４条 指定区域内で行う開発行為であって、その周辺の地域における環境

の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、次の各号に掲げ

る用途のうち規則で指定するもの以外の用途とする。 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（い）項に掲げる

建築物又は同表第２（ろ）項に掲げる建築物の用途 

 前号の規定にかかわらず、規則に定める道路沿線の敷地にあっては、

建築基準法別表第２（は）項に掲げる建築物又は同表（に）項に掲げる

建築物以外の建築物の用途 
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 （指定の手続） 

第５条 市長は、前２条の指定をしようとするときは、あらかじめ、磐田市

都市計画審議会の意見を聴かなければならない。 

２ 前項の規定は、指定の解除及び変更について準用する。 

 （委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公

布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第３条第１項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、

この条例の施行の日前においても、同条及び第４条の規定の例により行う

ことができる。 

-2-



   磐田市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例施行規則    

 （趣旨） 

第１条 この規則は、磐田市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例（令

和７年磐田市条例第●号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （条例第３条第１項の規則で定める土地の区域） 

第２条 条例第３条第１項の規定により定める土地の区域は、別表第１に掲げる区域とす

る。 

（条例第３条第３項の規則で定める土地の区域） 

第３条 条例第３条第３項の規定により定める土地の区域は、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第８条第２項第１号に規定する農用地区域とする。

 （条例第４条第１項の規則で定める建築物の用途） 

第４条 条例第４条第１項の規定により定める建築物の用途は、別表第２に掲げる用途と

する。 

 （その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

区分 区域 

１ 県道２６１号磐田細江線、二級河川
ぼう

僧川、市道赤池気子島線、市道東平松匂坂中幹

線、市道立野２号線、市道宮之一色１号線に囲まれた土地の区域 

別表第２（第４条関係） 

区分 条例の条項号 路線名 用途 

１ 第４条第１項第１号  建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）別表第２（ろ）項に掲げる建

築物の用途 

第４条第１項第２号 県道２６１号磐田細江線、

市道東平松匂坂中幹線 

建築基準法別表第２（は）項に掲げ

る建築物の用途 

-3-

（案）


